
高知県多重債務者対策協議会設置要綱
　（設置の目的）
第１条　近年、多重債務問題が社会に深刻な影響を及ぼす中、関係機関が連携して、多重債務者が抱える問題の解決を図るため、高知県多重債務者対策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

　（協議事項）
第２条　協議会は、次の各号に掲げる事項について協議を行う。
(1)　多重債務者対策に関すること。
(2)　関係機関の情報共有及び連携に関すること。
[bookmark: _GoBack](3) その他必要な事項に関すること。

　（組織）
第３条　協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
２　会長は、必要があると認めるときは、協議会に諮って委員を追加することができる。
３　会長は、文化生活スポーツ部副部長をもって充てる。

　（協議会）
第４条　協議会は、必要に応じて会長が召集し、その議長となる。
２　委員は、協議会に代理の者を出席させることができる。
３　協議会は、必要に応じて、委員以外の者の意見を聞くことができる。

　（部会）
第５条　会長は、特定の事項について協議する必要があると認めたときは、協議会に部会を置くことができる。
２　部会の構成員は、会長が別に定める。
３　部会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
４　部会は、構成員のほか、必要に応じて、関係機関、団体の関係者の参加を求めることができる。

　（事務局）
第６条　協議会の事務局は、文化生活スポーツ部県民生活課におく。

　（雑則）
第７条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

　　　　附　則
　この要綱は、平成１９年　７月２７日から施行する。
　　　　附　則
　この要綱は、平成１９年１０月２３日から施行する。
　　　　附　則
　この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。
　　　　　附　則
　この要綱は、平成２８年４月７日から施行する。
　　　　　附　則
　この要綱は、平成２８年７月１９日から施行する。
　　　　　附　則
　この要綱は、平成２９年４月１７日から施行する。
　　　　　附　則
　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
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